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(57)【要約】
【課題】少ない運動量の美顔動作で美容効果を生じさせ
ることができる美顔器を提供する。
【解決手段】美顔器１０は、棒状の軸体１２と、軸体１
２内に軸方向移動可能に収容され、先端側を軸体１２の
一方の端部から外方に突出させた押圧ピン３６と、押圧
ピン３６の背後に配置され、押圧ピン３６の先端を突き
出す方向に押圧ピン３６を付勢するばね部材４５と、を
備えている。
【選択図】　　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　棒状の軸体と、
　該軸体内に、軸方向移動可能に収容され、先端側を該軸体の一方の端部から外方に突出
させた押圧ピンと、
　該押圧ピンの背後に配置され、該押圧ピンの先端を突き出す方向に該押圧ピンを付勢す
るばね部材と、を備えていることを特徴とする美顔器。
【請求項２】
　請求項１において、全体の重量が３０ｇ以下となるように構成されていることを特徴と
する美顔器。
【請求項３】
　請求項１，２の何れかにおいて、前記軸体の外周面にくびれ形状が設けられていること
を特徴とする美顔器。
【請求項４】
　請求項１～３の何れかにおいて、前記押圧ピンの先端側の軸径を２～５ｍｍとし、その
先端形状を凸曲面に形成するとともに、該押圧ピンの先端を顔面に押し付けた際のばね力
の最大値が７～１０Ｎであることを特徴とする美顔器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、使用者の顔面に機械的な刺激を与えて美容効果を生じさせる美顔器に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自ら行うセルフケア用の美顔器としては、使用者の顔面などに対して、マッサー
ジ用のローラや球体を押し付けながら回転させて、使用者の顔面のマッサージを行なうも
のが知られている。
【０００３】
　例えば、下記特許文献１には、棒状の把持部と、把持部から延びる二股杆と、二股杆の
先端に回転可能に取り付けられたマッサージローラ部とを備えた美容ローラが開示されて
いる。この美容ローラは、使用者が把持部を把持した状態で、マッサージローラ部を使用
者の顔に押し付けながら回転させ、使用者の顔面のマッサージを行なう。
【０００４】
　また、下記特許文献２には、把持部を備えた本体部と、本体部から突出状に延びる２本
のアーム部の先端に、それぞれ球状の施療子（マッサージローラ）を設け、使用者の顔面
上にこの球状の施療子を押し当てつつ転動させることで、使用者の顔面のマッサージを行
なうようになした点が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－１０５７０１号公報
【特許文献２】特開２０１５－２２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、自律神経には、交感神経（起きている時、緊張している時、主に働く神経）
と、副交感神経（寝ている時、リラックスしている時、主に働く神経）とがあり、交感神
経が優位な状態においては筋肉が緊張し血管も収縮した状態となる。一方、副交感神経が
優位な状態では、筋肉が緩んで血管は広がった状態となる。このため、マッサージ等は副
交感神経が優位な状態で行なわれることにより、より効果的な美容効果が得られる。
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　上記のようなセルフケア用の美顔器、即ち、使用者が自ら把持して、マッサージローラ
を顔面に押し当てながら、更にマッサージローラを上下方向や左右方向に動かす構成のも
のは、美顔動作の間、使用者は腕を上下方向や左右方向に繰り返し動かす運動を行なうこ
ととなるため、この運動により、交感神経が優位となり血管が収縮してしまうため、満足
できるような美容効果を得るのが難しい。
【０００７】
　特に、複数の大きなマッサージローラを備えたものは、美顔器自体の重量が重くなるた
め、美顔動作の間、使用者の行う運動量は更に増加することとなり、交感神経を高めてし
まう。
　本発明は以上のような事情を背景とし、少ない運動量の美顔動作で美容効果を生じさせ
ることができる美顔器を提供することを目的としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　而して請求項１のものは、棒状の軸体と、該軸体内に、軸方向移動可能に収容され、先
端側を該軸体の一方の端部から外方に突出させた押圧ピンと、該押圧ピンの背後に配置さ
れ、該押圧ピンの先端を突き出す方向に該押圧ピンを付勢するばね部材と、を備えている
ことを特徴とする。
【０００９】
　請求項２は、請求項１において、全体の重量が３０ｇ以下で構成されていることを特徴
とする。
【００１０】
　請求項３は、請求項１，２の何れかにおいて、前記軸体の外周面にくびれ形状が設けら
れていることを特徴とする。
【００１１】
　請求項４は、請求項１～３の何れかにおいて、前記押圧ピンの先端側の軸径を２～５ｍ
ｍとし、その先端形状を凸曲面に形成するとともに、該押圧ピンの先端を顔面に押し付け
た際のばね力の最大値が７～１０Ｎであることを特徴とする。
【００１２】
　本発明では、美顔動作の際の使用者の動作に着目して、美顔動作時の運動量が少なくな
るように美顔器を構成している。
　本発明の美顔器では、棒状の軸体を保持した使用者が押圧ピンの先端を顔面に刺す動作
を繰り返すことで、顔面に機械的な刺激を与えることができる。このような美顔動作は、
軸体を保持した状態で手首を左右に移動させることで実行することができるため、従来の
美顔器における美顔動作、即ち、上下方向や左右方向に腕全体を移動させる動作と比べて
、少ない運動量で実施することができる。
　このため本発明によれば、交感神経の働きを抑えて、より副交感神経が優位な状態で美
顔動作を行なうことができる。副交感神経が優位な状態では筋肉が緩んで血管が拡張され
るため、血液の流れが改善され、新陳代謝が促進されるため高い美容効果を得ることがで
きる。
【００１３】
　ここで本発明では、美顔器全体の重量を３０ｇ以下とすることが望ましい（請求項２）
。従来のマッサージローラを備えた美顔器は、本発明者が調査したところ１９０ｇ前後と
重く、美顔動作を継続していると疲れ易く、交感神経の働きを高めてしまう要因となって
いる。
　本発明の美顔器は、非常に簡素な構成であるため軽量化を図るのに好適である。そのた
め、美顔器全体を棒状に構成したうえで、その全体重量を３０ｇ以下とすれば、例えば箸
を持って動かす程度の軽い運動で美顔動作を行うことができるため、交感神経の働きを抑
えるのに有効である。
【００１４】
　本発明では、軸体の外面にくびれ形状を設けておくことができる（請求項３）。使用者
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はこのくびれ形状部分において、指の先端にて美顔器の軸体を挟んで支えることで、美顔
器を安定した状態で保持することができる。更に、棒状の軸体の外周面にくびれ形状を設
けることで、美顔器全体の美観を向上させることができる。
【００１５】
　本発明の美顔器における顔面への機械的な刺激の強さは、押圧ピンの形状、及び、押圧
ピンの先端を顔面に押し付けた際のばね荷重を調整することで適宜変更することができる
が、発明者が評価したところによれば、押圧ピンの先端側の軸径を２～５ｍｍ（望ましく
は３～４ｍｍ）とし、その先端形状を凸曲面に形成するとともに、押圧ピンの先端を顔面
に押し付けた際のばね力の最大値を７～１０Ｎ（望ましくは８～９．５Ｎ）とすることで
、使用者に過度な痛みを感じさせることなくより高い美容効果を得ることができる（請求
項４）。即ち、このように構成された本発明の美顔器を用いて、顔面を刺す動作を行うこ
とにより、効果的にフェイスラインのリフトアップを図ることができる。このような効果
は、刺激を受けた繊維芽細胞が活性化されて、コラーゲンの生成が促進されたことによる
ものと推測される。
【発明の効果】
【００１６】
　以上のような本発明によれば、少ない運動量の美顔動作で美容効果を生じさせることが
できる美顔器を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態の美顔器の斜視図である。
【図２】図１の美顔器の断面図である。
【図３】図１の美顔器を分解して示した図である。
【図４】図１の美顔器の使用状態の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　次に本発明の実施形態を図面に基づいて詳しく説明する。図１において、１０は本実施
形態の美顔器で、図中横方向に延びる棒状の軸体１２と、軸体１２の軸方向の一端側から
外方に突出する押圧ピン３６を備えている。
　軸体１２は、図２、図３に示すように図中左方向の一端が開口形状をなす軸体本体１４
と、軸体本体１４の開口１５を閉鎖する蓋体１６とで構成されている。
【００１９】
　軸体本体１４は、軸方向に長い棒状をなしており、その内部には図中左側の一端で開口
し、図中右側が底部１８で閉鎖された、断面円形状の収容凹部２０が形成されている。収
容凹部２０は軸方向に延びる形態で設けられており、組み付け状態において、収容凹部２
０の開口１５の側に押圧ピン３６が、またその背後にコイルばね４５が収容されている。
軸体本体１４の外周面では、軸体本体１４の一端側に雄ねじ部２２が形成され、また軸方
向中央部においてくびれ形状に形成された保持部２４が設けられている。この軸体本体１
４は、美顔器１０において最も大きな部品であり、本例では、軽量化を図るためアルミニ
ウム材が用いられている。
【００２０】
　蓋体１６は、平面視形状が円形の閉鎖部２６と、閉鎖部２６の外周端から図中右向きに
延びる円筒形状の周壁部２８とを有している。尚、本例の蓋体１６にはステンレス材が用
いられている。
　周壁部２８は、内周面に雌ねじ部３０が設けられ、この雌ねじ部３０と軸体本体１４の
外周面に形成された雄ねじ部２２とにおいて、蓋体１６が軸体本体１４にねじ結合されて
いる。
　ねじ結合された状態で、収容凹部２０の開口１５を閉鎖するこの蓋体１６の閉鎖部２６
には、その中心部に挿通孔３２が形成されている。
【００２１】
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　押圧ピン３６は、断面円形で軸方向に長く延びる軸部３８と、軸部３８の後端に設けら
れ、軸部３８よりも大径のストッパ部４０とを備えている。
　押圧ピン３６の先端側、即ち、軸部３８の径は３．５ｍｍで、使用者の皮膚に押し当て
られる先端部３８aを凸曲面に形成している。押圧ピン３６は、組み付け状態で、大径の
ストッパ部４０が軸体１２の収容凹部２０に収容されており、また軸部３８を挿通孔３２
に挿通させ、その先端を外方に突出させている。押圧ピン３６は、この状態で軸部３８が
挿通孔３２の内周面で、またストッパ部４０が収容凹部２０の内周面で、それぞれ軸方向
にスライド移動可能に支持されている。
【００２２】
　コイルばね４５は、収容凹部２０における押圧ピン３６の背後に配置されている。組み
付け状態でコイルばね４５は、押圧ピン３６のストッパ部４０と収容凹部２０の底部１８
とにより軸方向に圧縮されており、これにより生じたばね力により、押圧ピン３６は先端
を外方に突き出す方向に付勢される。尚、一定量突出した押圧ピン３６は、ストッパ部４
０が蓋体１６の閉鎖部２６に当接することで抜止めされている。図２で示すように、この
状態で押圧ピン３６は、蓋体１６の先端面からＬ（本例ではＬ＝２６ｍｍ）だけ前方に突
き出している。このとき、コイルばね４５によるばね力は２．１Ｎ、そこからコイルばね
４５のばね力に抗して押圧ピン３６を図中右方向に移動させるとばね力は増加し、押圧ピ
ン３６が最大押し込まれた状態、即ち軸部３８の先端が蓋体１６の先端とほぼ面一になっ
た状態で８．９Ｎとなるように設定されている。
【００２３】
　以上のように構成された美顔器１０は、図４（Ａ）に示すように、使用者がくびれ形状
に形成された保持部２４において、例えば箸を持つ場合のように人差し指、親指、中指の
それぞれの先端にて美顔器１０の軸体１２を挟んで支えることで、美顔器１０を安定した
状態で保持することができる。
【００２４】
　そして押圧ピン３６の先端を使用者の顔面に向けた状態で手首を動かして、押圧ピン３
６の先端で、顔面の皮膚に対して刺す動作を行うと、図４（Ｂ）に示すように、押圧ピン
３６が軸体１２の内部に入り込む方向に位置移動しながら、押圧ピン３６の先端部３８ａ
は顔面Ｓの皮膚に押し付けられ、押圧ピン３６の先端部３８ａの凸曲面を介してばね力（
最大で８．９Ｎ）に応じた刺激が顔面Ｓの被押圧部分に与えられ、所定の美容効果を得る
ことができる。
【００２５】
　以上のように本実施形態の美顔器１０では、軸体１２を保持した使用者が、押圧ピン３
６の先端を顔面に刺す動作を繰り返すことで、顔面に機械的な刺激を与えることができる
。この美顔動作は軸体１２を保持した状態で手首を左右に移動させるだけで実行すること
ができるため、従来の上下方向や左右方向に腕全体を移動させる美顔動作に比べて、運動
量を少なくすることができる。
　このため本実施形態によれば、交感神経の働きを抑えて、より副交感神経が優位な状態
で美顔動作を行なうことができる。副交感神経が優位な状態では筋肉が緩んで血管が拡張
されるため、血液の流れが改善され、より高い美容効果を得ることができる。
【００２６】
　特に本実施形態では、美顔器１０全体を棒状に構成するとともに、その全体重量を２７
．５ｇと軽量化している。このため、例えば箸を持って動かす程度の軽い運動で美顔動作
を行うことができるため、交感神経の働きを抑えるのに有効である。
【００２７】
　また本実施形態では、軸体１２の外周面にくびれ形状の保持部２４が設けてられており
、使用者はこのくびれ形状の保持部２４を指先で挟んで支えることで、美顔器１０を安定
した状態で保持することができる。また棒状の軸体１２の外周面にくびれ形状を設けるこ
とで、美顔器１０全体の美観を向上させることができる。
【００２８】
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　以上本発明の実施形態を詳述したがこれらはあくまでも一例示である。例えば、押圧ピ
ン３６の軸部３８の径や軸部３８の長さ、またコイルばね４５によるばね力を変更して、
美顔動作時に顔面に与える刺激の強さや操作感を変更することも可能である等、本発明は
その趣旨を逸脱しない範囲において様々変更を加えた形態で構成可能である。
【符号の説明】
【００２９】
　　　　１０　美顔器
　　　　１２　軸体
　　　　２０　収容凹部
　　　　２４　保持部
　　　　３２　挿通孔
　　　　３６　押圧ピン
　　　　４５　コイルばね（ばね部材）

【図１】 【図２】
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